
畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定
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申請前に事前確認を行います。
受付窓口の指示に従い、申請書等⼀式を
メールにて送付してください。

※当該認定が必要な場合は、畜舎等の面積に関係なく、畜舎建築利用計画の(変更)認定申請前に認定を受けること
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